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【実証事業に関する報告書】 
 

＜項 目＞ 

 

１．事業実施に至る背景（健康保険組合の課題等） 

 

２．事業目的 

 

３．具体的な事業内容（先進事業申請内容） 

 

４．実施状況 

 

５．事業の評価指標及びその結果 

（ストラクチャー、プロセス、アウトプット、アウトカム等） 

６．事業実施体制 

  （組織体制、連携組織、資格取得、研究取組など） 

７．評価を踏まえた今後の事業の方向性 
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１．事業実施に至る背景（健康保険組合の課題等） 

１－１．医療費における精神科系疾患の概況 

１－１－１．全国的な精神科系疾患の現状 

（資料は、平成 26 年版厚生労働白書、健康保険組合連合会関係資料より抜粋）  

１－１－２．ユニーグループ健康保険組合での全体から見た精神科系疾患の概況 

    （資料は、平成 27 年から実施のデータヘルス計画基礎分析データより抜粋）  

１－１－３．傷病手当金のおける精神科系疾患の概況（分析中） 

１－２．産業保健における「健康保持・増進計画」への取組 

    （資料は、平成 26 年度厚生労働白書等） 

１－３．参考（社会的背景等） 

１－３－１．精神保健の歴史的経過と社会背景など 

１－３－２．最近の精神科系医療の変化など 

 

社会的な背景も踏まえた当健康保険組合の課題まとめ 

 

「こころ」と「からだ」はお互いに影響し合うことは明白であるが、その原因や背景 

は様々なことがあると云える。 

血液検査、CT やMRI など比較的測定ツールが普及している「身体系の疾患」と異 

なり、精神経科系疾患への科学的サブツール利用への取組として、産業保健における 

積年の課題（長期休業などによる経済的損失）にも着目した場合、5 大疾病に数えられ 

る「精神科系疾患」の社会的損失は最早見過ごすことのできないものであり、 

保健事業における「からだ」の対応と同等の取組姿勢にて、『「こころ」と「からだ」 

の全人的なアプローチ』に着手することとなった。 

得られるアウトプットとしては、①健康保持・増進②長期休業者の縮減③傷病手当金 

の適正化などが想定でき、厚生労働省の「安全衛生法改正」と時期を同じくして、精 

神科系疾患予防と重症化の防止に資するものとして中長期での取組を開始することに 

した。 
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１．事業実施に至る背景（健康保険組合の課題等） 

１－１．医療費における精神科系疾患の概況 

１－１－１．全国的な精神科系疾患の現状 

（資料は、平成 26 年版厚生労働白書、健康保険組合連合会関係資料より抜粋） 

 

  ・高度経済成長期の初期に比べ社会構造が複雑化し、情報社会到来と都市の人口集中、

少子高齢社会に連動して、単身世帯数増加が進んだことなどの要因から、精神科系

疾患は平成 23 年度（2011 年度）、320万人を数え（厚労省資料）4 大疾患より

も多い状況と言われている。                  資料No①、② 

  ・職域のメンタルヘルス問題は「生産性の低下」といった形で社会活力の減退を招き、

企業活動への負荷や家庭生活においても長期休業、離職から派生する経済的な問題

や身体系疾患の併発等 QOL（生活の質）の低下へと浸潤して行く。資料No③、④ 

    

１－１－２．ユニーグループ健康保険組合での全体から見た精神科系疾患の概況 

    （資料は、平成 27 年から実施のデータヘルス計画基礎分析データより抜粋）  

 

  ・ユニーグループ健康保険組合では、平成 25 年（2013 年）6 月閣議決定の政府 

   方針に基づき「健診データ等とレセプトデータを突合・分解・解析して効果的な保

健事業」（データヘルス計画）を立案・実施することを通して、加入者の健康保持・

増進に資することを目的に、3 年間の「データヘルス計画」を事業主、労働組合、共

済会とプロジェクトチームを作って推進して来た。 

  ・分析は、医療費分析において「医療情報、薬剤情報等に実績のある」外部事業者に 

   委託し実施した。 

  ・分析の結果、8 つの保健事業を策定したが、その一つの事業に「精神科系の取組み」

を採用した。その背景を概観すると、医療費全体（歯科は除く）では、精神科系医

療費は全体構成費の 4.4％、神経系の疾患でも 3.4％で突出するものではなかった。 

                                      資料⑤ 

  ・しかし、年齢別に見てみると、若年期から壮年期まで（15歳以降、39 歳まで）の

期間において、大分類 5大疾病に出現する。                 資料⑥ 

  ・更に、全体に戻して分析を中分類で見ると、総医療額及び患者数では、上記の精神

科系疾患は入っていない。                        資料⑦ 

   

  ⇒ 今般のデータヘルス計画作成において、プロジェクトチーム内でも「企業内での 

   メンタルヘルス課題」も提起され、また分析結果から重複服薬者等の課題も浮上し 

   て来たので、折からの「労働安全衛生法の改正（メンタルチェック義務化）」時期も 

   あり取り組むこととなった。                        資料⑧ 
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１－１－３．傷病手当金における精神科系疾患の概況（分析中） 

    ※ 平成 22年から平成 25年決算ベース  

 

  ・傷病手当金におけるその構成比では、経年的に見ると①約 40％が精神科系疾患由来

②支給期間も法定の 1 年 6 か月満了も少なくない。（詳細調査の開始を予定） 

  ・更なる課題は「資格喪失後の支給」であるが、喪失後非加入者になるのでレセプト

確認等も困難になり実質は当該本人または、家族・後見者からの「生活状況報告」 

   と言った書面による当事者申告に頼らざるを得ないところである。    資料⑨ 

  ・診療情報明細書の確認も症状照会など手続等の時間も要し、治療の状況等の確認に 

   もタイムラグも生じているのが実情である。 

  ⇒ 「傷病手当金」は、社会保障審議会・医療保険部会でも課題にあがり議論途中。 

 

１－２．産業保健における「健康保持・増進計画」への取組 

    （資料は、平成 26 年度厚生労働白書等） 

 

   ・事業場内においては、1988 年（昭和 63 年）労働安全衛生法改正時に、トータ 

    ルヘルスプロモーション・プラン作り＝「労働者の心と体の健康づくり」に、産

業医が中心になって個々の労働者の「健康測定」及びその結果から運動・栄養・

保健・メンタルヘルスケアを実施することが事業主の努めとされた。資料⑩ 

 

１－３．参考（社会的背景等） 

１－３－１．精神保健の歴史的経過と社会背景など 

精神保健における我が国の歴史的経過は、1900年初頭国内では社会背景もあり、私

宅監置が公然として行われておりその後精神病院法が制定された。設立に大きく係っ

た東京大学医学部教授「呉秀三」は当時の状況を『我邦十何万ノ精神病者ハ実ニ此ノ

病ヲ受ケタルノ外ニ、此邦ニ生レタルノ不幸ヲ重ヌルモノト云ウベシ』と批判してい

る。（1918 年私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察） 

戦後、アメリカの影響を強く受け、精神衛生法、精神保健法、精神保健福祉法と精神 

保健を取り巻く環境は変化を遂げて今日に至っているが、初期の医療モデル型中心か

ら社会復帰・社会的包摂を考慮に入れた生活モデルへとより変化が急がれている。 

ちなみに公立設立が多い、欧米諸外国では 1980年代から 2000年にかけ「脱施設」

が進み、人口 1000名あたりの精神科病床数は激変している。       表―①      

今後の精神科疾患への取組は国家的政策でもある「入院」から「早期地域へ」の流れ

にそって、後述の「厚労省研究」（こころの健康科学事業）にあるような精神疾患をよ

り理解、診断・治療技術の研究および利活用へと進み全人的な健康保持・増進の仕組

みへと変化すると予測される。 
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表―①           東京都医学総合研究所資料より（西田淳志主任研究員） 

 

１－３－２．最近の精神科系医療の変化など 

 ○「保険診療の変化」 

 ・2009年 4月「光トポグラフィ検査」がうつ症状の鑑別診断補助として（精神 

  疾患の診断と治療に役立つ臨床検査として）厚生労働省が先進医療適用を承認。 

 ・2014年 4月診療報酬改訂により、保険導入される。 

 ・2014 年 10 月より、薬剤の多剤投与は、精神科継続外来支援・指導料について、

1 回の処方につき、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4 種類以上の坑

うつ薬又は 4 種類以上の坑精神薬を処方した場合は算定しない。 

尚、多剤投与の場合の処方せん料は 30 点、処方料は 20点、薬剤料は１００分

の８０。 

※ 上記には、薬剤の切替時期に当たる場合など適用外も条件付で設けられている。 

資料 a 

資料 b 

 ○「精神医療の質の向上について」  

※ 平成２１年８月「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」資料より抜粋 

 ・現状と課題 

 ・投薬の状況 

 ・精神科療法と専門医制度 

 ・研究事業/「こころの健康科学研究事業」主な研究課題の例 

                                   資料 c 
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２．事業の目的 

・健康保険組合運営事業における新しいアプローチと実践的な取組を通じて、 

 加入者の「こころ」と「からだ」の健康保持・増進に資する。 

・事業主と連携して、健康保持・増進活動を通じて「生産性向上」に寄与する。 

・他の医療保険者への参考事例となるように、より具体的な対応事例を積み重ねるよ

うに取り組む。 

２－１．傷病手当金の課題解決の糸口を探る。 

  ・傷病手当金の支給内容の傷病別、分類と分析（調査に着手準備中） 

２－２．多頻度、頻回受診に関する調査に着手し方向性を探る。 

  ・平成 27 年から 3年間の、データヘルス計画 8 保健事業に設定して、実証を開始 

・重複服薬者、多受診者の行動適正化を慎重に探る。        資料⑧（再掲） 

 

 

 

３．具体的な事業内容（先進事業申請内容） 

３―１．入門編 

  ・労働安全衛生法改正対応として、事業主とタイアップしてこころの定期健康診断

（ストレスチェック）の実施と、予防体制の構築。 

  ・セルフケア、ラインケア、事業場内＆外専門スタッフ体制 

   まずは、健康保険組合ホームページを作成し、簡易型ストレス調査実施体制から

スタート 

３―２．戦略編 

  ・「精神科領域における薬剤投与適正化検証への足がかり」として、疾病名と投与

薬剤との関連性（数量・頻度）や生活の質（睡眠、食事、就労など）の調査を併

せて実施 

  ・増え続ける「うつ病など」メンタル系疾患と科学的エビデンスの活用体制（光ト

ポグラフィー、ｆMRIなど）への治験支援などを通じ、進みつつある「EBM型

精神科治療」の展開を通じて、増加する「傷病手当金」の適正と組織の生産性の

向上に寄与する。 

 

※今般の取組では、実証例が身近にあった「“産業保健事例”（精神科系疾患による 

私傷病休業・休職と治療経過から復職に至った２事例）」を参照にｆMRI の活用事例

として被保険者ではなく、その家族の被扶養者への適用をモデルケースとして事例

研究のスタートとした。 
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４．実施状況 

４―１．入門編 

  ⇒ 実施結果 

４－１－１．健康保険組合ホームページ開設  

  ・平成26年（2014年）12月8日 ホームページを開設し、データヘルス計画プ

ロジェクトメンバー（事業主、労働組合、共済会）とも協働して、ホームページ

告知に努力した。                         資料ｄ 

  ・具体的には、データヘルス計画の「広報・啓蒙」ツールとして、通常の健康保険

組合広報誌、データヘルス計画号外などでホームページを告知するとともに、厚

生労働省の「こころの耳」への誘導を促進した。 

  ・セルフケア、ラインケア、事業場内＆外専門スタッフ体制の構築には、プロ 

   ジェクトで事業会社の安全衛生体制アンケートを実施し、法定産業保健体制の意

識共有、体制整備への意識統一が図られた。 

  ・現在までのページビューは約700件（月あたり）である。 

 

４―２．戦略編 

  ⇒ 実施結果（継続中、新規開始） 

４－２－１． 

 ・精神科領域における薬剤投与適正化検証への取組は、８保健事業の中で今後 

  「重複服薬者受診行動適正化指導事業」の一環として取り組む。 

（平成 27 年度スタート事業） 

 ・投与薬剤（数量・頻度）と疾病名、生活の質的調査（睡眠、食事、就労）に   

  関しては、科学的サブツール活用の取組と連動で実施し継続中。 

 ・科学的エビデンスの活用については、今回は、過去の「“産業保健事例”」にヒン

トを得て、（後述資料参照）平成 26 年５月より新規に「扶養家族」案件に取り

組み現在継続中であり以下、報告する。 

 ＜科学的エビデンス活用への取組（経過報告）＞ 

  新規の「被扶養者取組事例」（同意書作成の上当事者への聞きとり調査協力より）  

 ・当該被扶養者は、思春期に精神科系疾患を発病した。（治療継続中 7 年経過） 

 ・主訴として、身体症状として①睡眠不足、不眠または過剰睡眠など睡眠不調②易

疲労性と満身脱力感③過食と嘔吐または食欲不振等食生活の乱れなど 

社会的側面では④対人関係の不調など、一方心理的症状では⑤日中変動による気

分障害（寂寥感の訴え）⑥イライラ感、漠然とした全般的不安感、自信喪失感な

ど自己肯定性が著しく低下しており、社会生活は相当な負荷状態。 

  ・精神障害 3 級認定、精神科自立支援医療を申請し認可 
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  ○科学的サブツールの活用   ｆMRI の活用事例 

  ◎fMRI 活用(磁気共鳴機能画像法)とは 

   磁気共鳴機能画像法（functional magnetic resonance imaging, fMRI）は、MRI 装

置を使って無害に脳活動を調べる方法。 

   MRI 装置には磁石の強い力（磁場）が働いていて、中に入った人の頭や体にごく弱

い電磁波を当てる仕組みになっている。返ってきた信号を計算することによって、

全く人を傷つけず断面の画像を撮影することが可能。 

※ 出典  公 益 財 団 法 人 長 寿 科 学 振 興 財 団 資 料 よ り  

  ・今回の取組は、精神科系疾患への対応に、科学的サブツールを活用する事例 

   の情報収集の意味も大きな要素にあった。 

  ちなみに、 

・現状の精神科医療における診断基準は DSM－Ⅴによる本人主訴の聞き取りを中

心に、精神科医が診断する方式が主流といわれ（ICD 基準も併用する）、患者の

症状やそのときの気持ちなどを聞きながら注意深く診断していく。 

・薬物療法における薬の血中濃度や肝機能への影響測定の意味で「血液検査」の実施 

もされている。 

【参考情報】 医学書院等資料から抜粋・編集 

・アメリカ精神医学会（APA）作成――『DSM（Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders）』：精神疾患の診断・統計マニュアル 

・世界保健機構（WHO）作成――『ICD（International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems）』：疾病及び関連保健問題の国際統計分類 

心の病気を診断するときに、医師たちが参考にしている国際的な診断基準に、アメリカ精神医学会が

まとめたものと国連の世界保健機構がまとめたものの 2 つがある。精神疾患の診断基準とは、疾患を症

状によって分類し、医師や研究者などの専門家が診断の信頼性を向上させるための基準としてまとめた

ものをいう。 

  ・「“産業保健事例”」での取組は、当該適用事業所の産業医が助言して、放射線科医と

精神科医（主治医）の連携症例であり、当該適用事業所企業の従業員が精神科系疾

患で長期休業や生活の質の低下に苦しんでいたことへの新しいアプローチであった。 

  ・具体的な、「サブツール活用」のアウトラインは、放射線科医のアルツハイマー 

   研究がことの発端で、今では普及しているMRI 画像や PET による脳の状態把握を 

   精神科系の疾患に応用を試みたところがスタートであった。 

※１．画像診断スキームの詳細は、参考資料集及び以下の情報等にて参照されたい。 

http://www.mirai-clinic.net/profile.htm 

※２．「産業保健事例」の対応クリニック・・タカオカクリニック（三重県津市）、 

※現在は医療法人トータルヘルス・タカオカクリニックへ法人変更 

http://www.takaoka-clinic.com/index.html 

http://www.mirai-clinic.net/profile.htm
http://www.takaoka-clinic.com/index.html
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  ○被扶養者取組事例の具体的進捗 

  ・新規の「被扶養者取組事例」の経過は、 

   ①MRI 画像撮影 

   ②「産業保健事例」実施の産業医所属クリニックによるセカンドオピニオン 

    ②－１ 生活改善プログラム提案（睡眠、栄養指導、アロマ、カウンセリング等） 

    ②－２ 身体測定（体組成、血液検査など） 

※ MRI 画像撮影、セカンドオピニオンは「自由診療」にて被保険者の自己負担にて実施。 

   資料 A） MRI 画像診断結果 

   資料 B） 血液検査結果 

   資料 C） 体組成計経過（毎月） 

   資料 D） 睡眠等、生活記録表（パターン A オリジナル例、パターン B 愛知医科大監修版・例） 

  【本取組のプロセス】 ※ 西暦で表示 

  ・2014 年 5 月 本プログラム開始 

   ①バイオチェック（血管老化度チェック、体組成計、血液検査※） 

※ 総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、A/G比、AST(GOT),ALT(GPT),γ―GT 

LD,ALP,CK,HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、尿素窒素 

クレアチン、推算 GFR,尿酸、ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム、 

マグネシウム、鉄、TIBC,UBIC,飽和率、血糖(空腹時)、CRP定量、グリコアルブミン、 

末梢血液一般検査、白血球像、TSH,FT3,FT4,フェリチン定量 

    ②脈診、問診 

   ③カウンセリング（家族構成、生活環境、過去の受診歴、主訴等ヒアリング） 

   ④生活改善メニュー案内（睡眠、栄養、運動） 

  ・2014 年 6 月 

   ⑤バイタルチェック、カウンセリング（生活経過の聞き取り） 

   ⑥MRI 画像断層撮影とその結果通知受領（３テスラ） 

  ・2014 年 7 月 

   ⑦バイタルチェック、カウンセリング（生活経過の聞き取り） 

  ・2014 年 8 月 

   ⑧バイタルチェック、カウンセリング（生活経過の聞き取り） 

   ⑨血液検査（第二回） 

  ・2014 年 9 月 

   ⑩バイタルチェック、カウンセリング（生活経過の聞き取り） 

  ・2014 年 10 月 

   ⑪バイタルチェック、カウンセリング（生活経過の聞き取り） 
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  ・経過としては、現在経過観察中である。（変化の経緯） 

   （１）薬物療法は坑精神薬 2 剤、坑不安薬 1 剤、睡眠導入剤 1 剤（主治医）が主で変化なし 

    （２）上記に、漢方薬処方の精神科医がサブとして漢方薬処方と面談 (2015 年 4 月より) 

（３）「臨床心理士」によるカウンセリング（トラウマ対応）・・・隔週 (2014 年 11 月より) 

    （4）バイオチェックでの代謝改善に向け、整体・・・月に 1 回程度 

○当初は主治医による薬物療法中心であったが、その後主治医（精神保健指定医）

の勧めと被扶養者当人同意により「トラウマ対応」（臨床心理士による）や主治医

クリニック内の他精神科医（漢方薬処方）連携医療に進んでいる。 

○セカンドオピニオン外来は、臨床心理士のトラウマ対応、新規漢方薬対応もあり 

 当該受診者の負担軽減もあり様子見。 

○状態の安定と生活の改善状況で、MRI 画像の再度撮影と比較、バイタル変化や 

 生活改善状況も多角的に検証するものと計画している。 

（参考資料）「産業保健事例」 

事例イ.  

・産業保健事例のイは、2006 年発病の被保険者例である。 

当時 40 歳台 男性 独身 

仕事と家庭問題にて発症。転居を伴う転勤など著しい環境の変化、親族の不幸

にて悪化。精神科治療の開始、通勤範囲への配置転換となった。 

   ・経過期間では、４つの医療機関へ受診した。 

※ 転勤に伴う、医療機関変更含む（通院可能レベルでは 3 医療機関） 

 初期は薬物療法主体で投与薬剤は、５から 6 種、その後増加し初発経過 2 年 

 で 11 種、休業・復職を短期間で繰り返す。 

・通院医療機関の変更（通院距離等のこともあり居住地近隣の医療機関へ変更） 

 都度、投与薬剤も変化、症状は一進一退から膠着、長期休業入り。 

・主訴は、厭世観・希死念慮、自己肯定感の欠如、身体のだるさ、中途覚醒、 

 イライラ感など典型的な精神症状。 

・経過３年で継続的な産業医面談時（休職中の面談＝月度に 1 回、親族同伴） 

 今般の「ｆMRI 断層撮影」活用を提案され、家族との同意もあって断層撮影を 

実施（専門クリニック・前述の画像診断クリニック）、関係者の連携にて薬剤 

投与を段階的に 5 種へ調整。5 年経過時、短時間勤務復職開始へ至る。 

   ・その後予後は順調、リハビリ出勤の限定も解除、通常の勤務体制にて就労可 

    能となる。 

   ・7 年経過後、傷病者所属（人事部付）から、現業部門へ配置転換、就労制限も

無くなり復職が完了した。 

      ・2015 年現在、「就業制限なく勤務でき、目立った遅刻・早退・休業」もなし 

 



11 

 

   ⇒ 個人情報管理扱いについての確認申し出を実施の上で、 

   ◎守秘義務の範囲内で適用事業所の人事部、産業医よりヒアリング（常務理事） 

   ◎診療情報はレセプトにて確認（常務理事） 

 

   ＜薬剤情報＞ 概況 

    ①初期医療機関 5 種から 6 種類②第二医療機関 ９種から 11 種類 

    ③第三医療機関 11 種から 12 種類 

④第四医療機関（現在の主治医）11 種 ⇒ 5 から 6 種類へ減薬（MRI 活用） 

※ 薬剤の種類ものべ３５から 40 種類に渡っている。 

坑精神薬、坑うつ薬、坑不安薬、躁鬱薬、睡眠薬、睡眠導入剤など 

※ 薬物療法に合わせ、生活改善プログラム（運動、栄養管理、休養のほかに 

音楽対応、アロマ体験など）が実施され、連携医療もスムーズに推移した例。 

事例ロ. 

・産業保健事例のロは、2005 年発病例である。 

 当時 2０歳台 独身 男性 

 発病の原因は、仕事でのトラブルに巻き込まれたこと。自宅通勤から、単

身生活になり発症。 安全配慮上、通勤範囲へ配置転換。症状は一進一退。 

・その後、休業・休職状態になったが状態の改善とともに希望する内勤職へ 

 の配置転換。経過は順調。本社勤務で単身生活に再度取組む。 

しかし、環境変化が災い、再燃し再休業に至った例。 

・受診医療機関は、合計 4 医療機関（転居転勤で通院変更もあり） 

 発病 4 年目で、事例イと同様の産業医紹介にて、fMRI 撮影対応を取り入 

 れ経過観察。 

・発病 6 年経過、復職後は緩やかに回復経過をたどり現在勤務制限はなく、

服薬は 4 種（向精神薬 2 種、睡眠薬 1 種、潰瘍薬１種）で良好。 

 

 情報の入手は、産業保健事例イと同様、健康保険組合「常務理事扱い事案」 

 で管理。 

  

＜薬剤情報＞ 概況 

    ①初期医療機関 ４種から５種類 ②第二医療機関 ５種から９種類 

    ③第三医療機関 ４から５種類 ⇒ 種類が変更（MRI 併用） 

④第四医療機関（現在の主治医）３種   

⇒ ６から７種類へ増加（環境変化で悪化、その後は減薬） 

全般に投薬が比較的少ない例。産業医＋放射線科医（MRI 断層撮影）＋精神科の主

治医の意見に一部、調整があったケース（処方薬の選択に関して・・） 
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５．事業の評価指標及びその結果 

（ストラクチャー、プロセス、アウトプット、アウトカム等） 

◎ストラクチャー   別紙①参照 

 ・医療機関系 

主治医、セカンドオピニオン、サブツール提供機関（MRI 手法） 

   ・事業所系 

事業主、健康保険組合 

   ・当事者 

     当事者と家族 

◎プロセス 

 今般の扶養家族モデルでは、「個人情報の保護」の観点からも、実施関係者を絞って

最小限で実施した。 

対応スタッフは、健康保険組合の常務理事、セカンドオピニオン（事業所産業医） 

   当事者と家族に限定した。 

   経過観察は、健保組合とセカンドオピニオンによる面談形式にて数回実施した。 

    実施手法は、健保組合が産業医を訪問して実施が 2回、産業医の適用事業所法定

巡回時に合わせて会合実施が 3回、合計 5 回のカンファレンスを実施した。 

  

◎アウトプット ３―２．戦略編（再掲） 

  ・「精神科領域における薬剤投与適正化検証への足がかり」として、疾病名と投与

薬剤との関連性（数量・頻度）や生活の質（睡眠、食事、就労など）の調査を併

せて実施 

  ・増え続ける「うつ病など」メンタル系疾患と科学的エビデンスの活用体制（光ト

ポグラフィー、ｆMRIなど）への治験支援などを通じ、進みつつある「EBM型

精神科治療」の展開を通じて、増加する「傷病手当金」の適正と組織の生産性の

向上に寄与する。 

 

◎アウトカム 

・薬剤投与状況の把握（課題ケースを中心に） 

 ⇒ 平成 27 年度「データヘルスモデル事業」として現在検証開始 

・科学的エビデンスの活用 

 ⇒ 取組事例の質的調査（本扶養家族ケース） 

 ⇒ 取組事例の量的調査、事例を拡大して実施の必要があり「単独健保では限界」 

※ 光トポグラフィー系調査、fMRI 系調査など多くの連携事例と分析が必要。 

・事業主における「生産性の向上」指標 

 ⇒ 「長期休業者の 2割削減」「退職率の減少」「時間外労働改善」など 
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６．事業実施体制 

  （組織体制・連携組織、資格取得などへの取り組み） 

  ◎組織体制・・・別紙①参照（再掲） 

   ※本取組は、実証事業であるが「先進事例」として未知数の分野でもある。 

   従って、開始時は人数も絞り、特に「医療情報」を中心とした個人情報を取扱うの 

   で各連携組織においても、組織責任者のみにて限定的に実施した。 

   ※ カンファレンスは、健康保険組合常務理事と契約産業医（セカンドオピニオン） 

    の 2 名で実施。産業医と契約する主体の適用事業所責任者には、事業の概要の説

明と理解、過去事例情報の提供等の協力を得た。 

 

   ○実施主体・・・健康保険組合 責任者 常務理事 

   ＜科学的エビデンス利用＞ 

   ・連携機関・・・健康保険組合の適用事業所の契約産業医(セカンドオピニオン)、産

業医と連携できる「サブツール利用医療機関＝今回はｆMRI」、 

           主治医 

   ・当事者・・・・当事者とその家族（後見者） 

   ＜重複服薬、頻回受診等の事業＞ 

   ・データ分析・・「外部事業者」へ分解・解析を委託 

  

  ◎資格取得 

   産業保健の領域おいては、平成 27年（2015 年）12月よりストレスチェックが義

務化され「メンタルヘルス」の予防体制が法制化されたところである。 

  従来、厚生労働省（労働系）においては「事業場における従業員のこころ健康」に関

する取り組みも産業保健として長く取り組まれて来た訳であり、「産業カウンセラー」

「メンタルヘルスマネージメント検定」「キャリアコンサルタント」など、民間資格で 

  あるがメンタルヘルスへの支援者養成への取組は「衛生管理者（公的資格）」なども含

め歴史的にも取り組まれて来た。一方、厚生系のアプローチにおいては、「精神科系」

取組は目立ったものはなく、今般の取組においても「薬物療法」「認知行動療法」「精

神科リハビリテーション」「社会復帰支援」など、より臨床に近づく手法も必要との見

解に至った。 

   以上の状況に鑑み、健康保険組合職員においても少しでも「精神科系疾患の理解と 

  社会復帰支援」の理解のため福祉系資格である「精神保健福祉士」の資格取得も合わ

せて実施している。（自己啓発対応） 

 

   http://www.japsw.or.jp/index.htm  
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７．評価を踏まえた今後の事業の方向性 

 

 １）精神科系の領域には、21世紀において多くの取組ことがあると云える。 

  先進諸国に比して、精神科系病床数の課題（社会的入院者数）、社会復帰への支援体制 

  身体系診療科との連携体制、高齢化に伴う認知症や医療・介護連携課題など・・・ 

  最早、「こころ」の問題を「からだ」の問題と分けて語ることはないと云っても過言で 

  はない。 

 ２）今般の「先進的事業の実証事業」の取組に関し、アウトカム欄（前述）にも記載し  

  たが、単独の健康保険組合事業ではなく、資料ｃ（再掲）の厚生労働省研究に記載の 

  あるような「国家レベル」での総合的な研究事業としての取組が推進されることが望

まれる。 

 ３）今回の取組も一過性の事業ではなく、「データヘルス事業」との関連性で、「重複服

薬、頻回受診行動適正化」事業との連動も視野に入れて「継続実施」してゆくもので

あり、「こころ」と「からだ」の健康保持・増進活動に終わりはないとしている。 

 

以上 
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ストラクチャー相関図(被保険者 モデル）

メンタル疾患者

産業医クリニック

主治医

MRI対応医療機関

復職

撮
影

情報提供
撮影依頼

MRI情報等、3者連携
・治療法連携（投薬など）
・生活改善
（運動、栄養、睡眠など）

③就労条件、情報提供
④生活状況など情報共有

①復職判定②治療連携

事業主

ポイント

・当事者を主体とし、初期治療から早期生
活回復を主眼とする。
・症状のステージに応じ、①主治医対応期、
②就労回復準備期、③復職期と設定。産業
医等保健的係わりのウェイトを変化させる。
・MRI等ツール利用機関は、産業医等セカ
ンドオピニオンが調整役として3者をリード
・治療上の混乱を避けるため、主治医が総
合的にリードを基本とする。

当人への復職サポートなど

管理者へ復職サポートなど

産業医

MRI等ツール機関

主治医

メンタル疾患者

表示の分類
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